
三重県緊急事態措置解除に伴う

朝日町保健福祉センターの
利用制限変更について

三重県緊急事態措置解除に伴い、１０月1日(金)からの

施設利用について、下記のとおり一部制限をして再開いたし

ます。

ご利用される皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、引き

続き新型コロナウイルス感染拡大防止へのご理解ご協力を

お願いいたします。

記

一部制限の内容

○一般浴利用は、人数(同時３名）と時間帯(13時～15

時)を制限し、事務所で利用受付等が必要となります。

○カラオケ(音楽室)利用は、休止継続といたします。

朝日町保健福祉センター（さわやか村）
電話：０５９－３７７－２９４１

※施設来所される方はマスク着用をお願いいたします。

※詳しい内容は、朝日町保健福祉センターへご確認ください。


